
 

 

  

■総合計画は、今後 10 年間のまちづくりの基本的な方向を示す総合的な

指針です。 

■総合計画の構成は「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層構成です。 

■基本構想の計画期間は、2021年（令和３年）度から 2030年（令和 12

年）度までの 10年間とします。基本計画の計画期間は、社会経済の環境

の変化等に対処できるよう、前期、後期に分割し、各期５年とします。実

施計画の計画期間は短期間とし、毎年、見直しを実施します。 

 

■総合計画とは ■まちの将来像 
■富士山、豊かな自然・地下水、田園風景、地域経済をけん引する企業、

地域コミュニティのつながり、地域に誇りを持つ市民等の「裾野市ら

しさ」を基に、５つの「まちづくりの方針」を踏まえ、まちの将来像

を『みんなが誇る豊かな田園未来都市すその』とします。 

■施策の大綱 

■前期基本計画（第２期裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 
■第２期裾野市総合戦略を前期基本計画に含めることとし、計画期間を

2021 年（令和３年）度から 2025 年（令和 7 年）度までの 5 年間

とします。 

■「裾野市少子化対策強化基本計画」についても、前期基本計画に内包し

て、福祉や教育分野等の連携により取り組むこととします。 

■5つの施策の大綱により、まちの将来像『みんなが誇る豊かな田園未来都市すその』の実現を目指します。 
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施策の大綱 

  

  

  

 

  

1～4全体に関連 

市における総合戦略基本目標 

 



 

 

 

■施策の展開 


